
太田市多面的機能支払交付金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払

交付金実施要綱（平成２６年４月１日付け２５農振第２２５４号農林水産事務次官依命

通知。以下「実施要綱」という。）及び多面的機能支払交付金実施要領（平成２６年４月

１日付け２５農振第２２５５号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。）

に基づいて地域の共同活動等を実施する農業者団体等に対し、太田市多面的機能支払交

付金（以下「交付金」という。）を交付することについて、農業の有する多面的機能の発

揮の促進に関する法律（平成２６年法律第７８号。以下「法」という。）、農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令（平成２６年政令第３４７号）及び農業の

有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則（平成２７年農林水産省令第１４

号。以下「施行規則」という。）並びに太田市補助金等に関する規則（平成１７年太田市

規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 交付金は、法第７条の規定に基づき事業計画の認定を受けた農業者団体等（以下

「交付対象団体」という。）が実施する実施要綱第４の１に規定する活動に要する経費を

対象として交付するものとする。 

（交付金の額等） 

第３条 交付金の額は、別表の規定により算出した額を上限とする。 

２ 交付金は、予算の範囲内において交付するものとする。 

（流用の禁止） 

第４条 別表の交付金の区分に掲げる資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）

は、他の交付金の区分に掲げる交付金と相互に流用してはならない。 

（交付申請） 

第５条 交付金の交付を申請しようとする交付対象団体は、多面的機能支払交付金交付申

請書（様式第１号）を提出しなければならない。 

（交付金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付金の

交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、交付金の交付を決定したときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書（様

式第２号）により交付申請をした交付対象団体に通知するものとする。 

（交付決定後の変更又は中止） 

第７条 交付金の交付決定を受けた交付対象団体（以下「交付決定団体」という。）は、当

該交付決定を受けた後にその申請に係る活動を変更し、又は中止しようとするときは、

多面的機能支払交付金交付決定変更申請書（様式第３号）に必要書類を添え、これを提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に基づき交付決定の変更を認めたときは、多面的機能支払交付金

交付決定変更通知書（様式第４号）により交付決定団体に通知するものとする。 

（交付金の交付） 

第８条 交付決定団体は、交付決定された交付金の交付を受けようとするときは、多面的

機能支払交付金実績報告書（様式第５号）を提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書の提出時期は、市長が別に定めるものとする。 

（交付金の概算払） 



第９条 交付金の概算払を受けようとする交付決定団体は、多面的機能支払交付金概算払

請求書（様式第６号）を提出しなければならない。 

（交付金の精算） 

第１０条 交付決定団体は、交付金について返還すべき額が生じた場合は、これを市に返

還するものとする。 

（書類の整備等） 

第１１条 交付金の交付を受けた交付決定団体は、当該交付金の交付対象である活動が完

了した日が属する年度の翌年度から起算して５年間、関係書類を保管しなければならな

い。 

（その他） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

交付金の区分 対象活動 交付金額 

１ 農地維持支払交

付金 

 

実施要綱第４の１の

（１）に規定する農

地維持活動に要する

経費 

地目 １０アール当たりの交付単価 

田 ３，０００円 

畑 ２，０００円 

草地 ２５０円 

上記単価に実施要綱別紙１の第３に

規定する対象農用地の面積を乗じた額

とする。 

 

 

２ 資源向上支払交

付金（共同活動） 

実施要綱第４の１の

（２）のアに規定す

る資源向上活動(共

同)に要する経費 

地目 １０アール当たりの交付単価 

田      ２，４００円 

畑 １，４４０円 

草地        ２４０円 

旧農地・水保全管理支払交付金実施要

綱（平成２４年４月６日付２３農振第２

３４２号農林水産事務次官依命通知）又

は実施要綱に基づき、平成２６年度以前

に市から認定若しくは市と締結した協

定又は法に基づき市長から認定を受け

た事業計画において共同活動又は資源

向上活動（共同）を５年間以上実施した

交付対象団体及び資源向上活動（長寿命

化）を実施する交付対象団体について

は、資源向上支払交付金（共同）の交付

単価に０．７５を乗じて得た額を交付単

価とする。 

実施要領第２の２（２）に規定する多

面的機能の増進を図る活動に取り組ま

ない場合には、資源向上支払交付金（共

同）の交付単価に５／６を乗じて得た額

を交付単価とする。 

上記単価に実施要綱別紙２の第３に

規定する対象農用地の面積を乗じた額

とする。 

 

 
 

  



 

交付金の区分 対象活動 交付金額 

３ 資源向上支払交

付金（施設の長寿

命化のための活

動） 

実施要綱第４の１の

（２）のイに規定す

る資源向上活動（長

寿命化）に要する経

費 

地目 １０アール当たりの交付単価 

田      ４，４００円 

畑      ２，０００円 

草地        ４００円 

 上記単価に実施要綱別紙２の第３に

規定する対象農用地の面積を乗じた額

とする。 

 交付対象団体が必要とする交付金が

交付単価に対象農用地の面積を乗じて

得た額に満たない場合は、交付対象団体

が必要とする額を交付金額とする。 

 

 

４ 資源向上支払交

付金（地域資源保

全プランの策定） 

実施要綱第４の１の

（２）のウに規定す

る地域資源保全プラ

ンに要する経費 

 

 

１組織当たり  ５００，０００円 

５ 資源向上支払交

付金（組織の広域

化・体制強化） 

実施要綱第４の１の

（２）のエに規定す

る組織の広域化・体

制強化に要する経費 

 

 

設立される１組織当たり 

        ４００，０００円 

 


